
「業績勘案率(案)」チェックリスト【独立行政法人宇宙航空研究開発機構】 

 

◎ 理事（総合技術研究本部担当。本部長兼任。在職期間15.10.1～17.9.30。適用対象期間16.1.1～17.9.30）⇒業績勘案率（案）：1.1 

「役員退職金に係る業績勘案率に関する方

針」（平成16.7.23政独委独法評価分科会決定） 

文部科学省独立行政法人評価委員会及び科学技術･

学術分科会の｢業績勘案率｣の評価を行うに当たって

の基本的考え方 

文部科学省独立行政法人評価委員会における評価の状況等 備   考 

１．業績勘案率は、独立行政法人の役員退職

金を国家公務員並にするという今般の退職

金の見直しの趣旨にかんがみ、1.0を基本と

する。 

平成16年７月23日に総務省政策評価・独法評価委

員会において「役員退職金に係る業績勘案率に関する

方針」が決定された。本決定では、業績勘案率は、独

立行政法人の役員退職金を国家公務員並にするとい

う今般の退職金の見直しの趣旨にかんがみ、1.0を基

本とすることとされており、各府省評価委員会からの

通知が 1.0 を超える場合など厳格な検討が求められ

る場合には、総務省政策評価・独法評価委員会として

は、算定に当たっての客観性の確保、法人の業績又は

担当業務の実績の反映重視を基本に厳しく検討を行

うこととされている。 

－ 

 

２．各府省独立行政法人評価委員会からの通

知が 1.0 を超える場合など厳格な検討が求

められる場合には、当分科会としては、算

定に当たっての客観性の確保、法人の業績

又は担当業務の実績（以下「法人等の業績」

という。）の反映重視を基本に、以下の観点

から厳しく検討を行う。 

① 退職役員の在職期間に係る法人等の業

績が、当該法人の過去の通常の業績とは

「機関実績勘案率α」の算出 

当該役員が在職した期間に係る「年度実績評価」に

基づく各年度の機関実績勘案率を、その在職月数に応

じ加重平均して求めた率をαとする（小数点第一位未

満の端数があるときは、これを四捨五入する）。 

各年度の機関実績勘案率は、「年度実績評価」の結

果における項目別評価を当該役員の職責に応じ適切

にウェイト付けし、通常の業績に比して明確に差が生

じる適切な換算表に従い0.0～2.0の間で算出するも

 

 

 

 

 

 「機関実績勘案率α」≒1.0を、次の要領で算出。 

① 平成15～17年度の年度実績評価を、文部科学省独立行政法人

委員会科学技術・学術分科会の基準（以下「分科会基準」とい

う。）に基づき、項目ごと、かつ当該理事の職責に応じ（主担当
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「役員退職金に係る業績勘案率に関する方

針」（平成16.7.23政独委独法評価分科会決定） 

文部科学省独立行政法人評価委員会及び科学技術･

学術分科会の｢業績勘案率｣の評価を行うに当たって

の基本的考え方 

文部科学省独立行政法人評価委員会における評価の状況等 備   考 

明確に差があること及びその差を、客観

的、具体的かつ明確に説明できるものと

なっていること。 

のとする。 

なお、役員が退職した日の属する「年度実績評価」

が確定していない場合、当該年度の機関実績勘案率

は、その前年度の機関実績勘案率その他の明確な方法

により算出することとし、当該方法の適用につき合理

的な説明を要することとする。 

 

か否か）ウエイト付けの上、評定割合に関する換算表に照らし

て「年度別の機関実績勘案率」を算出 

⇒15年度0.9、16年度1.0、17年度1.0 

② ①を在職月数に応じ加重平均し、「機関業績勘案率」を算出 

 ⇒（0.9×３月＋1.0×12月＋1.0×６月）÷21月＝0.98≒1.0 

② 業績勘案率算定時に在職期間に係る年

度評価結果が確定していない場合、当該

期間の法人等の業績を客観的・具体的根

拠によって認定していること。 

 

－ 

 

③ 業績勘案率算定に当たっての法人の

個々の評価結果のウェイト付けが適切で

あること。 

  上記参照  

④ 在職時に受けた役員報酬に対する法人

等の業績等の反映状況と整合的であるこ

と。 

「業績勘案率ε」の算出 

「機関実績勘案率α」と「個人業績勘案率β」との

配分率ｘ、ｙ（注．各法人の特性・役員の職責に応じ

決定。ただし、個人的な業績が付随的なものであるこ

とを考慮し、ｙは0.251を超えないこととする。）を

乗じ、「基礎業績勘案率ε′」を求める（小数点第一

 17年６月期の期末特別手当の支給に際し、16年度内部評価結果

において主担当項目２項目が「Ｓ」（特に優れた実績を上げてい

る。）とされたことを反映し、「＋５％」の評価 
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「役員退職金に係る業績勘案率に関する方

針」（平成16.7.23政独委独法評価分科会決定） 

文部科学省独立行政法人評価委員会及び科学技術･

学術分科会の｢業績勘案率｣の評価を行うに当たって

の基本的考え方 

文部科学省独立行政法人評価委員会における評価の状況等 備   考 

位未満の端数があるときは、これを四捨五入する）。

評価委員会はε′に基づき、以下の点を勘案して当

該役員のεを決定する。 

① 在職時に受けた役員報酬に対する法人及び個

人の業績の反映状況 

⑤ 退職役員の個人的な業績を考慮する場

合、 

・ 考慮の程度が付随的なものとなって

おり、法人等の業績に比べて重視しす

ぎていないこと。 

・ 過去の役員の通常の業績とは差があ

ったことを客観的・具体的根拠によっ

て認定していること。 

・ 個人的な業績を考慮して業績勘案率

を変動させる幅について、過去の役員

の通常の業績との差に対応した明確な

基準が定められていること。また、客

観的・具体的根拠によってその幅を決

定していること。 

・ 役員任期中における、法人役員とし

ての固有の業務に関する個人的な業績

であること。 

「個人業績勘案率β」の算出 

当該役員の任期中の個人的な業績に関し、予め当該

法人の長が評定を行った結果も参考にしつつ、評価委

員会が評価し、当該役員の個人業績勘案率βを0.0～

2.0の間で決定することとする。 

・ 担当部門の業績目標の設定【レベル３】(担当とする航空分野

および宇宙基盤分野において JAXA が果たすべき役割を正確に

分析し､特に次世代超音速機や成層圏プラットフォーム飛行船

などの次世代航空技術の研究開発や複合材の研究開発について

非常に高い目標を掲げ､この実現のために､関係する研究領域の

リーダを集めて、宇宙航空分野に関する豊富な知見と洞察力を

持って課題解決に導くとともに関係者のモチベーションを高

め、成果の創出に強い意欲を持って取り組むなど、リーダーシ

ップを遺憾なく発揮して取組んだ｡) 

・ 担当部門の業績目標の管理職層への目標展開/担当部門の業績

目標達成のための課題設定【レベル３】(本部会議等において管

理職への業績目標の具体化､明確化を指示するとともに､目標達

成のための課題について協議を重ねた。また各研究開発の進捗

の把握に努めるとともに､問題が発生している部門については､

対策チームの設置を進言するなど､随時適切な対策を講じ､次世

代超音速機の飛行実験､成層圏プラットフォーム飛行船試験､複

合材の高度化など世界的な成果に導いた｡) 

・ 業務運営と役割分担【レベル３】(特に､次世代航空技術の研

｢レベル｣

とは分科会

基準に定め､

それを個人

業績評価に

係る水準で

あり､｢レベ

ル０｣～｢レ

ベル４｣の５

段階からな

る｡ 
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「役員退職金に係る業績勘案率に関する方

針」（平成16.7.23政独委独法評価分科会決定） 

文部科学省独立行政法人評価委員会及び科学技術･

学術分科会の｢業績勘案率｣の評価を行うに当たって

の基本的考え方 

文部科学省独立行政法人評価委員会における評価の状況等 備   考 

究開発に関し､研究開発の確実な実施を最優先とし､政府及び国

内外の関係機関との調整､研究開発の方向付け等､自らのリーダ

ーシップと判断が要求される課題について重点的に注力すると

ともに､その他業務については関連部署へ展開し､随時適切なア

ドバイスを行った｡) 

・ 危機管理(予防保全)【レベル３】(特に､JAXAにおけるロケッ

ト及び衛星の確実な開発･打上げ･運用に向け､JAXA 及びメーカ

ーが総力を上げ総点検活動を実施する「ロケット・衛星の確実

な開発・打上げ・運用のための総点検委員会」の副委員長とし

て機構を挙げての予防保全を推進し､その後のロケット、衛星の

打ち上げ連続成功に大きく貢献した｡) 

 

・ 三機関統合効果の発揮【レベル３】(宇宙基幹システム本部､

総合技術研究本部､宇宙科学研究本部の技術者・研究者が一体と

なってロケットの再点検を実施する体制づくりを推進し､Ｈ－

ⅡＡロケット７号機以降の打上げ成功に貢献した。航空分野で

は小型超音速実験機の抱える各種問題について他本部を巻き込

んだ支援体制を構築し、機構を挙げての成功に導いた。宮城県

角田地区における宇宙基幹システム本部および総合技術研究本

部に所属する部署の一元化を実施し、推進系の研究支援体制の

効率化を行った｡) 
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「役員退職金に係る業績勘案率に関する方

針」（平成16.7.23政独委独法評価分科会決定） 

文部科学省独立行政法人評価委員会及び科学技術･

学術分科会の｢業績勘案率｣の評価を行うに当たって

の基本的考え方 

文部科学省独立行政法人評価委員会における評価の状況等 備   考 

⑥ 法人等の特筆すべき活動等の要素を業

績勘案率の算定に当たって考慮すべき特

段の事情があるとされている場合、当該

要素を考慮することが妥当であること。 

 

－ 

 

⑦ 退職役員の在職期間における目的積立

金の額に照らして適切な水準であるこ

と。 

「業績勘案率ε」の算出 

「機関実績勘案率α」と「個人業績勘案率β」との

配分率ｘ、ｙ（注．各法人の特性・役員の職責に応じ

決定。ただし、個人的な業績が付随的なものであるこ

とを考慮し、ｙは0.252を超えないこととする。）を

乗じ、「基礎業績勘案率ε′」を求める（小数点第一

位未満の端数があるときは、これを四捨五入する）。

評価委員会はε′に基づき、以下の点を勘案して当

該役員のεを決定する。 

② 目的積立金の積立状況（εが1.5を超える場合

は、原則として在職期間のいずれかの年度に目的

積立金を積み立てたことが必要であることとす

る。） 

－ 

目的積立

金なし。 

⑧ 理事長、理事、監事等の個々の職責に

応じた形で算定されていること。 

  上記のとおり、職責に応じた（主担当であるか否か）ウエイト

付けを行った上で、機関業績勘案率を算出 
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「役員退職金に係る業績勘案率に関する方

針」（平成16.7.23政独委独法評価分科会決定） 

文部科学省独立行政法人評価委員会及び科学技術･

学術分科会の｢業績勘案率｣の評価を行うに当たって

の基本的考え方 

文部科学省独立行政法人評価委員会における評価の状況等 備   考 

⑨ 各府省独立行政法人評価委員会におい

て、客観的資料を基に、十分な体制、時

間をもって審議されていること。業績勘

案率は、結果として、業績に応じて弾力

的なものであること。また、決定された

業績勘案率及びその理由が公表されるこ

と。 

  文部科学省独立行政法人評価委員会において、科学技術・学術

分科会宇宙航空研究開発機構部会→科学技術・学術分科会で審議

がなされ（「分科会の議決をもって文部科学省評価委員会の議決と

みなす事項」とされている。）､ホームページ等で公表している｡ 
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